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　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

６５歳以上の皆さんへ 
 介護保険料の見直しが行われました 

本 

本 

本 

西 

大 

本 

保険料の決め方 保険料の決め方 

保険料の納め方 保険料の納め方 

（年額１８万円以上の年金を受けている人） 

（受けている年金が１８万円未満の人） 

市・県民税（全期・１期） 
6月は 

の納期です 

　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵便局で納付
してください。 
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利用ください。 
■問合先 
 　税務課市民税　　（内線２５６、２９８） 
 　　　　徴収係　　（内線２５９、２６０） 

本 

本 

段　　階　 対　象　者 保険料（年額） 

６５歳以上の人（第１号被保険者）の保険料 

 
 
 
 
 
　 
 
 
 
 
  
 　平成１８年度の五條市における基準額は、年額　５０，４００円（月額４，２００円）です。 
所得段階は、低所得者の保険料負担を減らすため、これまでの５段階制から６段階制に改められました。各段階の対
象者と保険料（年額）は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎平成１７年度の税制改正により、市民税非課税者から課税者となり、保険料段階が急激に上がった人に対しては一定期間、
緩和措置を行います。詳しくは、介護福祉課　介護保険係　まで問い合わせてください。 

 
 

　 
 
 
 
 
 
　年金の定期払い（年６回）の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれて年金が支給されます。   
☆年度の途中で６５歳になった時、転入したときは、すぐに特別徴収（年金からの天引き）はできませんので、月割
りで普通徴収になります。 
☆今年度より、特別徴収対象の年金に、障害年金と遺族年金が加わりました。 
 
 
 
 
 
　介護福祉課より送付される納付書にもとづいて、個別に保険料を納めます（年８回）。五條市指定の金融機関、市
役所介護福祉課・各支所窓口で納めることができます。 
　また、口座振替で保険料を納めることもできます。保険料の納付書、預金通帳、通帳届出印を持参のうえ、五條市
指定金融機関または市役所介護福祉課、各支所窓口で手続きを行ってください。   
◎保険料額や納付方法ついては一人ひとり異なります。詳細は７月中旬に個別に郵送でお知らせしますのでご確認く
ださい。 
 
■問合先　介護福祉課　介護保険係　　（内線２９１、２９４） 

第 １ 段 階  
 
第 ２ 段 階  
 
第 ３ 段 階  
 
第 ４ 段 階  
 
第 ５ 段 階  
 
第 ６ 段 階  

生活保護の受給者および老齢福祉年金の受給者で、
世帯全員が市民税非課税の人 
世帯全員が市民税非課税の人で、年金収入額が 
８０万円以下の人 
世帯全員が市民税非課税で第２段階に該当しな
い人 
世帯のだれかに市民税が課税されているが、本
人は市民税非課税の人   
本人が市民税課税で、前年の所得金額が２００万
円未満の人  
本人が市民税課税で、前年の所得金額が２００万
円以上の人 

基準額 × ０．５０ 

２５ ，２００円 
基準額 × ０．６５ 

３２ ，７６０円 
基準額 × ０．７５ 

３７ ，８００円 
基準額 × １．００ 

５０ ，４００円 
基準額 × １．２５ 

６３ ，０００円 
基準額 × １．５０ 

７５ ，６００円 

　五條市では幼稚園教育の普及充実のため、「幼稚園就園奨励費補助事業」を行っています。 
　補助の対象範囲などは次のとおりです。 
■対象範囲　公立幼稚園・私立幼稚園に通園させている３・４・５歳児の家庭 
■対象区分　・生活保護法による保護を受けている世帯 
　　　　　　・平成１８年度の市民税が非課税となる世帯 
　　　　　　・平成１８年度の市民税所得割が非課税となる世帯 
■減免額　入園料、保育料の合計額（ただし、補助限度額は、次のとおりです。） 
 
 
 
 
 
 
■申込期限　６月２０日（火） 
■申込先　五條幼稚園　　　☎２２・２２５０ 
　　　　　賀名生幼稚園　　☎３２・００２３ 
　　　　　白銀北幼稚園　　☎３４・０７２２　または通園先の幼稚園 
■問合先　教育総務課　　（内線８１５） 
 
 
 
 
 
　児童手当（特例給付）・小学校修了前特例給付を受給しているみなさんには、６月初めに現況届用紙を郵送してい
ます。 
　この現況届は、児童手当等受給者のみなさんが引き続いて手当を受けるために必要な届出です。６月３０日（金）
までに次の窓口へ提出してください。 
　提出のない場合は、６月分以降の手当の支払いを受けることができなくなりますので、注意してください。 
■現況届提出・問合先 
 　児童福祉課（本庁）　　　　（内線３６６） 
 　厚生課　（西吉野支所）　　（内線１８） 
 　住民厚生課（大塔支所）　　（内線４１） 
 
 
 
 
 
　７月は人権をなくす強調月間です。人権は、人間が幸福な人生を送る上で最も大切な権利です。自分だけでなくす
べての人の人権を尊重し、人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会を築かなければなりません。毎日の暮
らしの中で起こるさまざまな人権問題を解決するため、人権擁護委員が相談に応じます。 
■日時　７月１１日（火）午前１０時～午後３時 
■場所　牧野公民館　　　（中之町１７６４－１　　☎２４・３１７５） 
　　　　新町公民館　　　（新町１丁目７－１０   ☎２５・２３００） 
　　　　西吉野宗桧公民館（西吉野町城戸２７     ☎３３・０４２５） 
　　　　ふれあい交流館　（大塔町宇井           ☎３６・００５８） 
　　　　※ふれあい交流館の相談時間については午後１時～３時 
■問合先　人権施策課     （内線２８６） 

  補    助    限    度    額  (　年　額　) 

１人就園の場合および同一世帯から２
人以上就園している場合の最年長者 

（第１子） 

同一世帯から２人以上就園
している場合の次年長者 

（第２子） 

同一世帯から３人以上就園し
ている場合の左以外の園児 

（第３子以降） 
 ２０，０００円            　　　　　４３，０００円      　　　　       ６５，０００円 

　介護保険料は地域で必要となるサービスの量や６５歳以上の方の人数に応じて、３年ごとに
基準額を見直します。今年度（平成１８年度）から見直しを受け、新しい保険料になります。 

　原則として年金から収めることになっています。受給している年金額によって納付方法は２種類に分かれてい
ます。第１号被保険者として収める保険料は、６５歳になった月（６５歳の誕生日の前日が属する月）の分からです。 
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幼稚園の入園料・保育料の減免について 

児童手当等の現況届の提出は６月３０日までに 

差別をなくす強調月間 「特設人権相談所」開設 

幼稚園就園奨励事業 




